
ＪＲ東海労本部、新幹線関西地本、大阪仕業検査車両所分会は、通称、府労

委「Ｐ」として大阪府労働委員会に、不当労働行為の救済を求めて闘ってきま

した。８月７日に、大阪府労働委員会から命令書が交付されたが、その内容は、

会社が団体交渉の開催に応じなかったことは、不当労働行為と認定されました

が、その他の申し立ては、棄却するとの命令が出されました。

ＪＲ東海労は８月２２日、組合掲示物徹去の禁止、組合掲示物徹去に関する

苦情処理会議の開催、謝罪文の掲示と社内誌への掲載の申し立てを棄却した部

分については取消しを求め中央労働委員会に再審査申し立てを行いました。

                

苦

                            

苦

苦情処理会議で明らかになった

ボーナスカット事由を記載した

組合掲示物を「協約違反」という

撤去通告だけで一方的に撤去した

ことなどが不当労働行為として認定

されなかった不当命令について、

中 央 労 働 委 員 会 の 場 で 更 に

本部・地本・分会が一丸となった

闘いを継続することになりました。

今後とも全ての組合員の皆さんの

ご支援とご協力をお願い致します。

ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会
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８ ／２ ２ 府労委「Ｐ 」

中央労働委員会へ再審査申し立て！


